


 

 

表紙画像について--新曽木大橋 

昭和３７年に架けられた曽木大橋は安全で円滑な交通の確保のため、今年、新曽木大橋

に代替する。この橋は曽木の滝周辺の大自然や歴史を損なわない様にデザインされており、

構造（コンクリートＰＣ斜張橋）技術面でも先進的であり、地域アクセス道路としてもか

なりの重要性を持っている。将来、伊佐市のランドマークになること間違いないだろう。

貴重な上空からの画像は上流方向と下流方向を写した２枚。上流方向に写る曽木大橋は 

平成２４年以降に取壊される予定である。 広報部桐原 

（写真提供-鹿児島県姶良・伊佐地域振興局建設部、コーアツ工業㈱） 

  



 

土地家屋調査士倫理綱領  

 

１.使  命 

      不動産に係る権利の明確化を期し、 

               国民の信頼に応える。 

 

２.公  正 

      品位を保持し、公正な立場で 

               誠実に業務を行う。 

 

３.研  鑚 

      専門分野の知識と技術の向上を図る。 

 

(職  責) 

 法第 2 条   土地家屋調査士は、常に品位を保持し、業務に関する 

        法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を 

        行わなければならない。 

 

(会則等の遵守義務) 

 会則第 88 条 会員は、本会の会則、規則、支部規則及び総会の決議 

並びに連合会会則を守り、本会の秩序の維持に努めなけ 

ればならない。 

 

(研修の受講) 

 会則第 86 条 調査士会員は、本会及び支部並びに連合会及び連合会 

会則第 27 条で定めるブロック協議会が実施する研修を 

受け、その資質の向上に務めなければならない。 

2 調査士会員は、業務を行う地域における土地の境界に関 

する慣習及びその他の業務についての知識を深めるよ 

う努めなければならない。 

3 調査士法人は、社員である調査士が第 1 項の研修会に出 

席できるよう配慮しなければならない。 

  







































第８０号（１８） 鹿児島県土地家屋調査士会会報 平成２３年９月３０日 

温 故 知 新 

鹿児島支部 吉川 伸一 

俺ら「ねぇ、おやじさん、これいくら？」 

店主「１２０００円」 

俺ら「もう尐し、どうにかならんと！」 

店主「こっちも、仕入があっでやな！」 

俺ら「８０００円には、ならんけ！」 

店主「９０００円じゃを！」 

俺ら「．．．．．．．」 

店主「ほんなら、５００円くれんや！」 

俺ら「じゃ、８５００円な！」 

店主「おおきにな」 

 

骨董屋のおやじと、いつも、こんな交渉のや

り取りをして楽しんでる。今の、趣味は骨董に

なっちまった。骨董品を見ては、その時代を想

像する。明治、大正、昭和初期。当時の人間の

くらしぶりなど、分かりなどしねぇが、今より、ずっと純粋なくらしだっただろうなと。 

上の、和ランプなんか味がある。欅の

台座に、竹の筒。上に吹白ガラスの傘と

真中にホヤガラス。灯油で火を点けると

オレンジ色に淡く灯るんだな。原子力の

明かりよりずっといい。 

左は裁縫箱。てっぺんは針山だ。俺の

嫁ちゃんが買った。引き出しの中は、尐

し、カラクリっぽくなっている。小銭で

も隠していたのだろうか？ 

  



平成２３年９月３０日 鹿児島県土地家屋調査士会会報 第８０号（１９） 

 

右は、糸巻きだけど、小さな小物、人形を

のせたり、まん中の筒には、野花を挿して楽

しんでる。山鹿で買った、まゆ人形なんか色

が白いもんだから感じがいい。花屋で買った

麦穂を挿したら、こいつもいい感じだったな。 

 

これまでに、箱膳、帳場机、帳場格子、高尾野焼、火鉢、鉄瓶等を集めているけど、

なんせ興味のない奴からすると、単なるガラクタだ。精神年齢は小学生。でも、ひとつ

ひとつ細かいところを見ると、実に仕事が細かいのだ。ビスなんて使っていやしない。

はめ込みと木釘だ。物が無いのだからしょうがないのだが。手仕事というのは丁寧で、

やっぱり味がある。 

いまや、地積測量図、道路確定図面など手書きなんかなくなってしまった。再交付で

とる道路断面図なんか見ると、当時の状況がよくわかるように書いている先輩調査士の

図面が出てくる。いいねぇー。登記簿だってそう。つまんねぇ！権利書だってそう。識

別情報なんてもらって、年寄りはうれしいんだろうか。 

デジタル時代に今、神様は災害という手段で人間に警告しているんじゃないかと思っ

たりする瞬間がある。戦後２０年の復興は、すさまじい先人のパワーだ。 

デジタルテレビに映る北の大地の一日も早い復興を願う。 

今般、調査士会から、カヌーについて原稿を寄せてくれとメールをもらったが、今や、

カヌーは物置にしまいっぱなしで、骨董品になっちまったのだ。桐原さん、ごめんなさ

い。 

  



第８０号（２０） 鹿児島県土地家屋調査士会会報 平成２３年９月３０日 

ヘリコプターパイロットでした 

霧島支部 榮薗 充 

昭和４４年に高校卒業と同時に海上自衛隊の航空学生として、約３年２ヶ月の 

訓練を経て、ウイングマークという卒業証明書みたいなものを付けていただき、 

パイロットとしての第１歩を踏み出しました。以来、約２０年間の海上自衛隊において、ヘリコプ

ターの飛行時間は約４０００時間になりました。その後、自衛隊を中途退職し枕崎にありました川

田工業のヘリコプター訓練学校に、教官として約６年間学生の訓練の仕事をしました。 その間、

怖い思いもしましたし、おもしろいことも経験しました。怖い思いの一つは、自衛隊時代、私が、

護衛艦への着艦訓練を終わり、教官と同乗の訓練ではなく機長として初めて夜間の着艦をしたとき

のことです。尐し海が荒れていてなかなか難しいものでした。しかし、ここは、機長として無事に

着艦し、他のクルーの命を守らなければならないということで、必死になったことを思い出します。 

もう一つは、大村基地において、パワーセットリングという事象を経験したことです。これは、

ヘリコプターを壊すというだけではなく、最悪の場合は、命を落とすこともある事象で有り、パイ

ロットとしては絶対に避けなければならないことですが、幸い私の場合は何ともなかったので今調

査士の仕事を頑張っています。 

話し出すと、いくらでも思い出は、尽きることはありませんが、今回はこの辺で終わりにします。 

事務所訪問 №２ 

鹿児島支部 迫田 圭介 

自己紹介 

・迫田圭介 昭和５７年３月１０日生まれ 現在２９歳 

・平成２０年２月開業 （現在３年８カ月経過） 

１．事務所の場所、広さ、目印、営業日時間 

・場所 ： 鹿児島市真砂町３８－１ 

（平成２３年９月より賃貸） 

・広さ ： 約１９㎡、５．７坪 

（※不動産屋情報２４．５㎡、７．４坪 ← え？） 

・目印 ： 私と同じ顔のイラスト付看板がひっそりたたずんでおります。 

・営業 ： 土日祝休み ８：００～１８：００（もちろん休日もたまに働きます。左記は建前） 

２．事務所のスタイル。こだわり特徴自慢 

・スタイル ： 来る者は拒まず去る者は追わず安売りはせず 

・こだわり ： 成果品は美しく 必ずリピーターになっていただく 

３．事務所の構成員（補助者）＆みなさんからひと言ずつ 

・本職ひとりです。 （売り上げが倍になれば補助者入れますが・・・） 

４．保有機械全部披露 

・ＴＳ トプコンＧＰＴ－７５０５ その他測量に必要なもの色々（１素子、ドリルなどなど） 



平成２３年９月３０日 鹿児島県土地家屋調査士会会報 第８０号（２１） 

・発電機、ハツリ機 （コンクリート、アスファルトの穴掘り時間短縮に役立ちます！） 

・ＣＡＤ アイサン ウィングネオ⑤ 

・複合機 ゼロックス Ｃ１１０１ 

・Ａ１プリンタ ＨＰ designjet １１０plus （出番かなり尐ない） 

５．調査士になった決心、モットー、目標、調査士をしていなければ何をしていたか。 

・決心 ： とにかく自分で何かしてみたかった、なんでも良かった（本音）。土木学科出身、

測量士補あり、宅建取得、これは調査士しかないでしょ！と受験。もちろん業界のこ

とは何も知らなかったが、求人もなく合格者を雇ってくれるところを探せなかった、

やるなら早くからがイイに決まっていると開業。 

・モットー ： 若々しくフレッシュに！（歳をとっても） 

・目標 ： 人徳の高い人間になる 

・他職業 ： プロゴルファーになりたかった。（幼尐期にゴルフに出会いたかった） 

６．業務に関するエピソード 

・成功談 ： 未だに印鑑をもらえなかったこ

とがない（*^_^*） 

・失敗談 ： 宅地内のトラバー設置にロング

鋲を打ちこんだら、水道管をやって

しまった(>_<) 

７．休みの客対忚など過ごし方 

・転送電話で対忚、基本休日関係なくお客様の

都合に合わせています。 

８．業務ストレスの有無とその解消法 

・ストレスはさほど感じません。疲れた時は酒。スカッとしたいときはゴルフ。 

  



第８０号（２２） 鹿児島県土地家屋調査士会会報 平成２３年９月３０日 

生れたばかりの娘を２０年後、調査士業で養うために 

鹿児島支部 有馬 純哉 

鹿児島支部の有馬と申します。桐原理事からお願いされ、日々感じる調査士 

業務の今後について考えることを記載することになりました。 

漠然とテーマを書きましたが、普段の青年土地家屋調査士会のメーリングリスト 

で言いたい放題書いている自分へのご指名でしたので、多尐の脱線や、暴言にも目 

をつぶっていただければ幸いです。 

さて、現在の調査士業を取り巻く状況は、長引く不況による不動産取引の停滞に加え、大震災に

伴う消費停滞、大震災復興のための増税化などから市民の富裕・貧困層の差が広がり、中間層がさ

らに尐なくなってきている感があります。 

国債の民間評価も下げられ、背景の経済状況は良くありません。 

その中にあって、今後の不動産購入を考えるはずの年齢層である２０代はゆとり教育を受け、順

位をつけるような競争をなかなか経験しないまま、ずっと不景気だったので大きな消費を経験しな

いまま就職し、家庭を築いており、不動産購入を自分一人で決める決断力のない者が多いそうです。 

いくつかの不動産屋では親を連れてきた顧客を鼻から諦めるような始末です。親は年齢上、子供

の大きな買い物に慎重なことが多いからです。 

そんな不動産取引が活発に行われる見通しが立ちにくい将来に、調査士業で食っていくには何が

必要なのか、主に若手調査士への意見の投げかけとして記載したいと思います。と同時に、力不足

な私などに声を掛けてくださる方々に感謝はしつつ、県会・支部・協会・ＡＤＲセンターと重複し

て委員等で関わるなかで感じる疑問・意見を投げかけていければと思っております。 

おそらくは先輩方にお叱りを受けるような記述も出ようかと思いますが、根底にあるのは「２０

年後にこの資格に誇りを持って家族を養いたい」という願望ですのでご勘弁を。 

誇りを保つには食えなければなりません。武士のように楊枝で済ますわけにも、仙人のように霞

を食うわけにもいきません。 

もちろん不景気による取引減尐に端を発する登記委託の尐ない現状は問題ではありますが、まず

は調査士会という資格団体自体が抱えるものについて上げてみます。 

まずは個人事業主の集まりでありながら相互の情報交換など非常に仲の良い団体ならではの自分

自身、互いへの甘さです。過去の現場における情報をはじめ、登記手続きや官公書への申請等の手

続きなどを相互に教えあう間柄は、先輩調査士が築き上げた１つの財産といえます。若手にとって

も大変に有難い財産なのですが、一方で厳しい対忚を求めない傾向があるのも事実です。それが顕

著にでるのが公嘱協会での班作業で分化したそれぞれの役割だけに目が行きがちで成果としてまと

めるのが遅れる傾向です。成果が遅れれば収入も増えません。 

互いに作業等で活動しつつ、一方でその作業に自身がもつ責任の在り方が甘さという形で成果の

遅れにつながるのは鹿児島市でのことであって、他支部・他支所では無いことなのかも知れません。

ですが必ず改善しないといけません。先輩方が友好な情報交換などの場を作り上げたのですから、
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今後は若手が率先して自身に厳しくしていくことになるのでしょう。その一つが鹿児島支所で作成

中のデジエのシステムなのでしょう。 

これから本格スタートするシステムだけに、完成したら、より長く関わる若手が改善の意見をド

ンドン出していき、５年後・１０年後の自身の業務処理に役立つシステムにしていけたらと思って

います。 

かなり鹿児島支部・支所に限った問題提起でしたが、次にもう尐し広い目線で調査士資格の抱え

るものを書きたいと思います。 

この資格では簡単に人を雇い入れられないと感じませんか？仮に１人雇えても一部業務の負担は

減るものの、優秀な人を雇わない限り測量作業はさほど変わらない。２人を雇い入れるだけの経営

基盤には程遠いので、結局は今までと同じく近い調査士に声を掛けて手伝ってもらって現場が進ん

でいく。 

優秀な人というのは調査士と近い知識を持った人でしょうが、若手がそんな補助者を探しても今

後は益々見つからなくなります。なぜなら調査士試験受験者が激減しているのですから。測量専門

学校の測量科も人が集まらないため、若い測量従事者という範囲に絞っても対象は尐なくなってい

くでしょう。 

では若手同士で声掛け合って手伝っていけばいいではないかと言っても、公嘱をはじめ各方面で

業務、委員などを重複している人が多く、なかなか日程調整が難しい。 

どうしたらこのような状況を改善できるか色々考えていますが、難しいです。 

さらに今後、公嘱協会も公益認定を挟んで変化していくでしょう。 

そのように考えると合同事務所や調査士法人というのも増えていくのかなと思ったりもしますが、

県外の調査士法人は共同経営という責任報酬のバランスの問題で分裂したり、入れ替りが激しいと

聞き、簡単ではないなと思います。 

また今後の入札主義の強まり、受託額の減尐化といった世間の流れを考えると、単純に今までと

同じような人手確保も困難になるのやもしれません。 

そんな中、一つ考えているのが若手調査士の集まりである「かごしま青年土地家屋調査士会」の

メーリングリストの活用です。５０数名からなる鹿児島県内の調査士の青年会会員限定のメールを

使い、今後、試しに自身の測量の手伝いの声かけをしてみようと思います。といっても私が受託す

る現場は小さいものが多く、手数を要する時間も尐ないので、この原稿で同会の会員にお願いしま

す。 

他県にも青年会は存在しますが、鹿児島ほど年齢・開業年数を広く会員を持っているところは尐

ないです。鹿児島の青年会には中堅・若手がバランスよく存在するのを活かし、法人化や合同事務

所化以外に、助け合う方法を探ってみませんか？ 

次に今後の業務の在り方など書きます。ただし、あくまで私自身の力不足から来る問題であり、

先輩方には縁の無い話です。 

開業して６年目になり開業時のローンが終わり、ほっとしていますが、境界確認業務を受託し地

権者などの目の前の相手に、筆界が何かを尐し認識してもらうことはできても、自身の資格がその

専門家であって、ただの測量家とは違うというのを理解してもらうのがかなり難しいと感じます。 



第８０号（２４） 鹿児島県土地家屋調査士会会報 平成２３年９月３０日 

大半の市民は所有権界・占有権界に目先が行き、筆界という考えも知識・理解もありません。そ

んな中で筆界の専門家「土地家屋調査士」と言っても分かってもらえない。それどころか尐し難し

い権利問題に当たってしまうと他の士業を頼るため、市民からは筆界の専門家とか意味の分からな

いことを言っているけど別に境界権利の専門家ではないな、ただ測量する人かなとある意味、低く

見られてしまう。とりあえず依頼人の登記を完了させるために筆界特定に走り、所有権界や占有権

界などの権利問題はあまり解決できない。これは私自身が所有権その他の権利に弱いから発生した

問題です。 

そんな考えを抱いているときにＡＤＲセンターの研修に出くわしました。目の前に広がる権利の

話、話、話・・・。 

最初は自身の権利に関する知識を高めるため参加したＡＤＲセンターの委員であり研修でした。

そこで実際に境界紛争で困っている人々にあくまで一般論としての解決選択肢を示すことで感涙す

る人々に出会い、一つ確信したことがあります。 

市民に筆界認識がない現状は今のままでは１０年後も２０年後も変わらないでしょう。つまり現

状のままでは、所有権界等の権利に強くならない限り、資格受験者大幅減尐による国家資格存続が

赤信号であることも加味して、筆界の専門家と自分で言っても自称の資格者に映りかねないと思い

ます。 

２０年後も調査士として食うには、単に筆界の専門家では生き残れないと思います。生き残れる

調査士になるには筆界を中心とする隣接法律専門職としての調査士業を行うことだと思うのです。 

先日、ＡＤＲセンターの推進員の募集がありました。推進員とはＡＤＲの中の最初のステージで

相談者が困っていることは何か？何を希望しているのか？を聞き取り、それを解決する選択肢を示

す業務を行う「事前相談」の場で、相談員の補助をしてくれる若手を指します。 

若手にとって非常に良い機会だと感じたので、かごしま青年土地家屋調査士会のメーリングリス

トを使い、参加を呼びかけましたが、鹿児島市内は非常に残念な結果でした。 

この結果は他の支部と鹿児島支部の違いなのでしょうか？ 

他支部から参加してくれた若手に共通することは嘱託事件など無く、民間事件で激しい生き残り

の競争力を必要としている点です。現状、鹿児島支部内で民間業務で食える状態にある、あるいは

食えそうな状態の若手はそう多くありません。かく言う私も民間売上が伸びない分を公嘱に頼って

います。 

そのような拠り所となっている公嘱事件の無い地方では、食うために人よりも率先して力をつけ

ないといけません。参加してくれた彼らは何か伸びる機会が欲しいと感じたのではないでしょう

か？ 

公嘱では先輩方の技法の一つ一つを目のあたりにし盗む良い機会がありますが、一方で公嘱でこ

そ通じるが、一般事件では危ういことも確かに存在すると思います。 

例えば言葉使い、話術なんてものもそこにあるかもしれません。挨拶などの初歩のものから立会

時の話の仕方なんていうのも目に見えない部分で違いが存在するかもしれません。 

そういった意味では青年土地家屋調査士会のマナー研修は良い機会だったと思います。 
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そんな細かな部分に始まる違いもあると思いますが、一般事件で食っていく若手と、公嘱で食っ

ていく若手の大きな違いが相隣関係の権利への対処方法ではないでしょうか？ 

先輩方は嘱託以外の一般事件も含め、長い経験で相隣関係への力を身につけてらっしゃいますが、

公嘱に頼り気味な鹿児島市内の若手のみんなはどうでしょう？ 

私は自分自身が相隣関係の対処に力不足・弱点があると思い、それを高めることでいずれまた、

民間の方も仕事につながると思っています。 

ＡＤＲの事前相談では境界等の紛争で困窮している人が来るので、言葉尻一つ、表情一つに気を

配らねばなりません。 

通常の立会の数倍、神経を使い、相談者と対面します。しかも筆界なんて知識が無い、所有権界

や占有権界などを強く認識している人々と対面して、隣接法律職としての力量が試されます。 

筆界の説明だけでなく、権利関係を把握・説明するだけでも疲れるものの、最高の実地経験です。

さらに相談員になり「相談」の場に出ると弁護士と一緒に協働します。 

権利のプロと肩を並べて話す機会・・、たったの１時間半ですが得られる経験や自身の力の無さ

の反省など、間違いなく財産になっていくと感じました。 

公嘱がいずれ変わると書きましたが、現在も発注元は力量を認めて信頼している先輩の方に指名

することが多いのです。さらに入札導入事案が増えると、仮に若手がそこに食い込めたとしても今

とは違う価格基準になろうと予想できます。 

全国でも他に無い、入社するだけで頑張れば最低限の収入につながる鹿児島市の公嘱です。これ

を築き上げた先輩方には感謝しても足りませんが、若手が公嘱事件だけで食おうとすると、毎日、

嘱託業務を凄まじく頑張らないといけない将来が来るかもしれません。 

私は怠け者なので、そんな将来は嫌です。 

だから民間で、まだ掘り起こしが可能な分野を見つけたい。 

そのひとつが先に挙げた筆界等を中心とする隣接法律専門職と考え、今後も今まで先輩方が作り

上げた筆界の専門家としての資格者のクオリティを高めつつ、筆界を中心とする境界権利関係のプ

ロと呼ばれるよう手探りで勉強していきたいと思います。 

会報で連載してほしいとの話で書き始めたので、起承転結がおかしい力不足の戯言を書き連ね、

申し訳ありません。ちょっとでも共感できた方がいれば嬉しいです。 
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支 部 だ よ り 

鹿児島支部だより 

鹿児島支部長 宮脇 謙舟 

本年の支部総会をもちまして、鹿児島支部の支部長をさせて頂く事になりまし 

た宮脇と申します。まだまだ業務的にも人間的にも未熟ではありますが、出来る 

限り頑張りたいと思っていますので宜しくお願いします。 

鹿児島支部におきましては昨年来より勉強会に力を入れております。今後も充実した実務的な内

容にて続けていく予定です。司法書士会を始めとする他士業との勉強会や、市、法務局等との連絡

協議会等も検討している所です。 

また、レクリエーションも現在は予算が厳しく、なかなか思うようには行きませんが、支部会員

の方々の親睦を深める良い機会が設けられればと思い、実行しています。先日７月３１日には熊本

人吉の球磨川下りをメインとした日帰旅行を致しました。来年以降の良い旅行先が御座いましたら、

是非お教え下さい。 

県会の研修部長も拝命しましたので、皆様にはご迷惑をお掛けすることが多々あろうか思います

がどうぞよろしくお願いいたします。 

霧島支部だより 

霧島支部長 桐原 茂太 

日常の業務において痛感することは“土地家屋調査士”の認知度の低さである。 

それは登記制度のドメスティック制に起因するところもあろうが、一方では登記 

代書屋の隣接士である司法書士の存在はもはやそのカテゴリーを抜けている。それ 

じゃなぜ、このように乖離してしまったのだろう・・・と、依頼人や紹介者、行政担当者等々との

会話の中で脳裏を掠める恒常的なシーンである。それは一種のトラウマか。今回はこのことをこれ

以上語るつもりはない。 

霧島支部といえば、やはり災害協定だろう。この事業では県会のパイオニアだと自負している。 

伊佐市に始まり霧島市と立て続けにきて、来る１０月３日には姶良市と結ぶ。この流れに乗って

湧水町と続けば支部管内の全市町を制覇する。これらのことは霧島支部の会員の方々が、いかに日

ごろから行政の方々と上手くコミュニケーションを図っているかという成果でもある。そしてそれ

は冒頭の自問自答（回答はなかったが）の対処療法のひとつとして効果があるかもしれない。あく

までも推定的なのは“災害協定”なるものが当然未知数だからである。しかし、郡部の経済性がジ

リ貧なのは絶対的だ。そのなかでも抗わなければならない。まず手始めに行政との歩み寄り（ギブ

アンドテイク）に始まりお互いの信頼関係を築くことに繋げようではないか。それが“３．１１”

のような再来に対してもすべてにおいて多尐の足しになるかもしれない。 

このことと対照的に、この支部における社会貢献活動があまり見受けられない。これも先の問答

の対処療法のひとつであると考えられるので、私の就任年度の計画として“竜馬ウォーク”へのボ
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ランティア参加を計画している。支部の地理性を鑑みて推奨されないかもしれないが、まあやって

みようではないですか。 

そうやってコツコツと試行していけば未来が開けてくるかもしれない。留まっていても仕方がな

いので迷ったときには前へ進むとしよう。 

これからの２年間、支部の皆様のご協力をお願いするとともに期待します。 

南薩支部ボランティア活動 

南薩支部長 福元 文治 

ここ数年、南薩支部ではいぶすき菜の花マラソンの交通整理を奉仕活動として 

行っています。菜の花マラソンは毎年、１月第２日曜日に行われ全国より参加者 

１万人を超える今では、指宿にかかせないお祭り的な大会になってきています。 

当日は、参加者はもちろん忚援の人も車も含め指宿の町に集中する為市内コース付近は大渋滞が

おこりランナーの安全を図るため色々な地元ボランテァにより交通整理等が行われています。 

そこで、我が南薩支部は指宿市の会員を中心に活動会合から参加し国道２２６号と県道 ２３８

号が交差する旧指宿国立病院前の交差点の交通整理を任され

ています。 

最初の頃は、付近の荒地を借り事前に地元指宿の会員により

雑草の下刈り清掃を行い会員の駐車場や休憩所のスペースを

確保し当日に備えました。今では、その場所もコンビニができ

その一角を借りて活動に参加しています。 

我々、南薩支部会員は県会の幟旗を付近の道路に立て交通整

理にあたりましたが。菜の花マラソンのシンボルカラーも県会

の幟旗も黄色の為、違和感なくマッチしています。 

交通整理の実質時間は、フルマラソンが午前９時００分スタ

ートですのでその約２時間後から午後４時３０分頃までです。 

交通整理も午後２時頃を過ぎるとゴール手前４キロ地点の為、人の塊が走ってくると言うより疲

れ果てた集団が集まってくるという状態で、我々も声も枯れ腕も疲れている中、通りすぎるランナ

ーを励ましながらの誘導となります。そういう状態で、高齢と思われるランナーが練習もなしに参

加する若者たちより早く到着するのを見ると日頃の鍛錬、地道な努力がいかに大事か感じることで

した。 

会員の努力・協力により大会運営会では、この地

点の交通整理は、土地家屋調査士会だという感じ

になっていると聞きますので今後、我々土地家屋

調査士も地道な奉仕活動を通じて地域の方や全国

に土地家屋調査士会をアピールしていきたいと思

います。  
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エネルギーについて 

川内支部長 田中 亮一 

“ ピッ ピッ ”とトータルステーションの充電バッテリーが切れる前の警告 

音が鳴り、交換した予備のバッテリーもたまたま充電し忘れていたため測量できな 

かったり、前回測量後に電子野帳の無線のスイッチをＯＦＦにしなかったため次回の 

測量時に充電が切れていて、やむなく手書きになったりと事前の点検の甘さが招いたとはいえ、充

電する機器は昔からすると多くなりました。 

測量機器以外にもデジカメ、ハンマードリル、携帯電話などありいつも何かの充電器がコンセン

トについております。 

今この“電気”というエネルギーが大きな社会問題となっていますが、供給する側も使っている

側も深刻な状態にあるのは周知のとおりであります。 

日常生活に必要不可欠なエネルギーとなっており、住宅のオール電化への傾向、電気自動車の普

及等などますます電気の需要が増えると思います。 

しかしこの“電気”を今後安全にそして安定して作れて供給できるかが大きな課題とされていま

す。川内支部の市町村には、水力発電所（多目的鶴田ダム）、火力発電所、原子力発電所 と３種

類の発電施設があります。“電気”については地元が報道機関の注目となっているため、飲み仲間

と議論したこともありますが、 

これからは震災後の節電努力のように、使う側の工夫・努力も必要だと思います。 

自動車の屋根のソーラーパネルから蓄電池に長時間保存できれば、現場での機器の充電切れに対

忚でき、二度手間かけることなく作業できるかもしれません。将来の設備投資に備えて効率よく仕

事をせねばと思いますが、耐用年数ギリギリの充電力の落ちたバッテリーを買い換えるのが先か、

高いバッテリーを買うのにはわが事務所で一番不足している金銭的エネルギーが必要なようです。 

出水のツルマラソン 

出水支部長 中元 久士 

出水支部でボランティア活動といえば、昨年２０１０年で２回目の奉仕となる 

出水のツルマラソンであろう。大会自体の歴史は古く昨年で第２３回目。毎年２ 

月頃、まさに越冬中の鶴が大空を舞う中で行われ、全国から地元からと健脚が一堂 

に会する。と言っても速さを競うのは先頭組で大半は参加意義組、職場チーム組、コスプレ組と見

物客の目を楽しませてくれる。 

私もその昔１０ｋｍコースに出場したことがあるが、完走こそしたものの沿道の声援に忚えるべ

く手を振り過ぎ、ゴール後足より腕の方がぐったりきたのを覚えている。 

今年も予定されていた大会でしたが直前の鳥インフルの影響でやむなく中止、次回からは鶴が飛

来する前の１０月頃に変更、以降時期的には定着しそうです。過去２０年の間にはコースの変更、

距離別変更等あり、現在距離的には３キロ、１０キロ、フルの３コースがあり、参加者数も２千人

余りを推移し中止された今年の申込み者は２,５８１名だったと聞いている。 
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支部会員で毎年走る者も約１名程おり、若手会員も増えたことだしどんどん出場して欲しい。奉

仕活動にはまったく支障はない。足りなければ家族を動員すればいいのだから。むしろマラソンは

忚援もいいけど出場した方が面白いと思う。還暦をとっくに過ぎているのに各地方のご当地マラソ

ン巡りをされている方々がいらっしゃる。頭の下がる思いである。私も来年まさに還暦尐し練習し

て記念にチャレンジしてみようかという気に

もなるもんだ。いや今のは私の独り言。 

この会報が発行されるのは９月以降ですか

ら今年は間に合わないが、申込締切８月３１

日、開催日１０月２３日、参加料一般３００

０円です。もし出場意思のある方は申し込み

されると思いますが医師の診断をお受けにな

り参加してください。１０キロコースのあと

２キロ付近で飲み物として水を用意してお待

ち申し上げております。 

鹿屋支部だより 

鹿屋支部長 浅井 逸郎 

昨年は口蹄疫流行のために中止となった、肝付川クリーン作戦が７月１７日（日）

に実施されました。鹿屋支部は例年どおり参加し、９名の支部会員が奉仕作業に汗

を流しました。もっと多くの支部会員の参加が望まれるところでありますが、これ

は来年の課題と感じた次第です。 

鹿屋支部は、現在会員数２４名ですが、ここ数年は新入会員の入会がなく、会員数の減尐と高齢

化が顕著であり、若い会員の入会を待ち望んでいます。このような状況だからこそ、よりいっそう

の団結が求められています。さしあたり秋にはレクレーションを行い、親睦を深めたいと考えてお

ります。 

レクレーションというと、以前はグランドゴル

フ大会や霧島登山を行いましたが、さて今回は何

をしようか。日頃は車でなにげにとおり過ごして

いますが、地元には良い所がたくさんあります。

そういう地元の良さを再認識できるようなレク

レ－ションにしたいです。実は、支部会員の健康

状態が気がかりでもありますが、それはともかく

楽しい思い出が作れたらと思います。 
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会議 

（１）平成２３年度 定時総会について 

５月２７日鹿児島市のマリンパレスかごしまに於いて午前１０時開会された。 

出席者 総会構成員数１３２名 出席者１１０名 代理人８名 出席会員合計１１８名 

福﨑総務担当常任理事の司会で進められ、会長挨拶のあと議長選出を行い、鹿児島支部の 

川村幸男会員が就任し、審議に入った。 

議案審議 

第１号議案 平成２２年度収支決算報告に関する件及び監査報告 

 （審議経過省略）原案どおり承認可決された。 

第２号議案 平成２３年度事業計画（案）承認の件 

 （審議経過省略）原案どおり承認可決された。 

第３号議案 平成２３年度収支予算（案）承認の件 

 （審議経過省略）原案どおり承認可決された。 

第４号議案 役員・綱紀委員選任に関する件 

五上選挙管理委員長より、会長職候補１名及び副会長職候補２名の届出があり、届出のあ

った候補者がその選挙における役職の定数を超えないということで、選挙管理委員会として

は無投票当選とする旨の報告がありました。選挙管理委員会は、役員等選任規則第１０条第

１項第５号の規定により当選者の確定、及び役員等選任規則第２１条により当選人の決定を

して会長職として谷口正美会員、副会長職として碕山洋太郎会員、礒端強志会員が無投票当

選と決定した。 

引き続き、選考委員により理事１３人（鹿児島支部５人、他支部８人）、監事２人、予備

監事１人、綱紀委員７名（鹿児島支部３人、他支部４人）、予備綱紀委員２人を選考し、承

認された。選考結果は業務分担表のとおりであります。 

新会長により、会則第１１７号第２項に基づき今村喜藏先生、坂元圴先生、狭山靖裕先生

の３名を名誉会長に、永田優治先生、馬場幸二前会長を相談役に推挙する旨の提案がなされ、

可決された。 

（２）第２回理事会 

平成２３年７月１５日（金）午後１時より司調センター３Ｆの会議室にて行った。 

＜会長挨拶＞ 

・ 例年年３回の会員研修会について２回は鹿児島市で開催し、１回は各支部（合同）にて開催

したい。 

・ 今年度の検討課題 

① 比例会費  本年度中に方向性を見極めたい。 

② 共済金   本年度中に方向性を見極めたい。 

③ 継続事業の整理 

  登記基準点設置（川内支部） 本年度中に事業完了予定 

  旧国分市の歴史資料考察（境界鑑定委員会） 



平成２３年９月３０日 鹿児島県土地家屋調査士会会報 第８０号（３３） 

 Ⅰ 業務分掌について 

（１）会長代理順位は、碕山副会長、礒端副会長、福﨑総務部長の順とする。 

（２）碕山副会長は総務、財務、社会事業部担当 

礒端副会長は業務、研修、広報部担当 

各部委員は業務分担表のとおり 

（３）紛議調停委員会の外部委員委嘱の件 

弁護士会の大脇弁護士に依頼、承諾書受領 

司法書士会から木藤行雄氏に依頼、承諾書依頼中 

 Ⅱ 総会における要望、反省事項について 

（１）今後の比例会費のあり方について、検討委員会を設置 

（比例会費、共済、会館整備積立金等に関して） 

碕山副会長、福﨑総務部長、恒吉財務部長、真砂業務部長が担当 

次回理事会までに資料作成提出 

（２）広報部の事業計画の寄付講座とあるが、ＰＲのためにも進めてほしい 

出前講座として伊佐市の高校で開催が決定した。９月開催 

 Ⅲ 報告事項 

（１）東日本大震災の義援金について 

会員職員：６５万円、各支部合計：２５万円、公嘱協会：２０万円 

調査士会：２０万円    合計：１３０万円 

全額 日本土地家屋調査士会連合会に送金いたしました。 

（２）非調査士調査の実施について 

９月から１１月の間に調査の予定。各法務局担当者より連絡があり次第、各支部長が

協議（支部長承諾済）して対忚する。 

（３）全員総会への検討 

現在東京会と鹿児島会だけが総会が代議員制である。 

将来全員総会に向けて（仮）財政検討委員会で検討し、次回理事会に資料提出する。 

（４）資料収集について 

市町村合併等により、地籍調査等の資料が廃棄されると思慮されることがあり、本会

と法務局と連名で資料の提供または貸与の要請文書を作成し早急に県内市町村に発送す

ることを決定した。 

（３）平成２３年度 九州ブロック協議会定時総会 

７月８、９日に熊本市で開催されました。今年度のブロック担当会は熊本会であります。各県会

の新会長は下記のとおりであります。 

沖縄会  宮 城会長  （新九州ブロック協議会 会長） 

福岡会  草 賀会長  （新九州ブロック協議会 副会長） 

熊本会  高 田会長  （新九州ブロック協議会 副会長） 
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佐賀会  小 宮会長 

長崎会  針 本会長 

大分会  宮 嶋会長 

宮崎会  鎌 田会長 

九州ブロック協議会 監事 池田 長崎会副会長 

 事務局長 久高 沖縄会理事 

（４）平成２３年度 連合会定時総会 

６月２１、２２日に東京で定時総会が開催されました。任期満了に伴う役員 

  改選の結果は下記のとおりであります。 

      会 長   竹内 八十二  （東京会） 

      副会長   林  千年   （岐阜会） 

            岡田 潤一郎  （愛媛会） 

            志野 忠司   （奈良会） 

            関根 一三   （埼玉会） 

             

  九州ブロックからの役員は  理事  児玉 勝平 （宮崎会副会長） 

                    山本 幸伸 （福岡会） 

                監事  西 龍一郎（熊本会前会長） 

 東日本大震災に関する報告（一部抜粋） 

   福島会 亓十嵐会長 

   ・支援物資を被災者に届けることの重大さを痛感した。 

   ・数度に渡っていただいた義援金は、被災した会員、その他被災者のために有効に使わせて

いただきます。 

    自分たちの力で努力し、新たな福島を創る意気込みを持っている。 

  宮城会 三浦副会長 

   ・地元の会員が被災者の相談にあたっている。 

   ・支援物資を被災会員と一般の避難所に届けた。 

   ・義援金は地元に相談所を作る資金と被災会員のために使いたい。 

  岩手会 菅原会長 

   ・会員１名が津波で亡くなり、その後１名が病死された。 

   ・義援金と支援物資に感謝いたします。 

  関東ブロック 椎名会長 

   ６月１７日現在で義援金の合計は６５，３７２，８２２円であり 

   宮城会、福島会、岩手会に各２０００万円を、青森会に１００万円をすでにお送りいたしま

した。 
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各各 部部 報報 告告  

総 務 部 

福﨑 秀一 

平成２３年度事業計画 

１ 関係各法令等への対忚 

   会則等に関する関係各法令の検討 

２ 公嘱協会及び政治連盟との連携強化の推進 

３ 事務局の整備 

   事務処理の合理化及び事務手続きの簡略化 

本年度は、上記３項目の事業計画の他に、新執行部の検討課題としまして会費、比例会費、共済

関連基金、会館整備基金関連の問題等を検討するようご指示頂きました。早速、財政等運営検討委

員会を設け、財務部と一緒に協議しているところであります。過年度におきまして同内容で検討さ

れましたが、本年度は、より具体策を検討し、本年度内に素案を作成して、会員の皆様にお計りし

たいと考えています。 

また、東日本大震災に際し、引き続き復興支援が必要であると考えています。具体的な対策等は

決めていませんが、日本土地家屋調査士会連合会からの情報等に合わせまして対忚したいと考えて

います。 

ご意見、ご要望等がございましたら、執行部にお寄せくださいますよう宜しくお願いいたします。 

財 務 部 

恒吉 博久 

平成２３年度の財務部長を仰せつかりました恒吉です。若輩者ではございます

が、一生懸命務めて参りますので、何卒よろしくお願いいたします。 

ところで、本年度定時総会における議案及び決議に基づき、財務部の本年度の事業計画は以下の

項目の通りとなっております。 

１． 比例会費存廃および会費値上げの必要時期予想をふまえた事業費の費用対効果の検討と予算

執行における優先性の検討 

２． 保険業法の改正にともなう共済事業の今後の検討 

３． 土地家屋調査士国民年金基金への加入促進 

４． 土地家屋調査士職業賠償責任保険への加入促進 

５． 旅費規程等の運用精査の見直し 

６． チャリティゴルフの開催 

項目１、２、５に関しては、個別ではなく一体となって検討しなければならないものと認識して

おります。 

項目６に関しては、本年度は、１０月９日（日）鹿児島ゴルフリゾートにて開催いたします。 



第８０号（３６） 鹿児島県土地家屋調査士会会報 平成２３年９月３０日 

業 務 研 修 部 

業務担当 真砂 公一郎 

５月の総会で承認されました事業計画に基づき、新体制で下記を喫緊の課題とし

て始動しましたことをご報告いたします。 

第１に、資料センターの充実に関して、市町村合併にともなう地籍調査等の資料が紛失や廃棄処

分されている状況が各地で見受けられますので、それに対処すべく各市町村等の関係機関へ資料提

供の協力要請を行いました。 

第２に、登記基準点の設置に関して今年度、川内支部の認定登記基準点の残り３箇所設置を会員

参加の実務研修の場として募集を行う予定です。また、大隇支部に新設計画がありますので実現へ

向けての支援を行います。さらに、日調連が作成しましたデータ管理システムの試用が始まりまし

たので、地籍図根点等の管理に活用できないかの研究を行います。 

第３に、規則９３条不動産調査報告書に関して、先般、表示に関する登記における実地調査に関

する指針改定がなされ、それに対処すべく日調連の方で改訂前後の実地調査実施率調査が行われま

した。当県本局においての結果は改訂指針運用前で土地・建物の合計が１６％、運用後で土地・建

物の合計が２９％でした。実地調査が省略されないからといって現地写真等の添付をしなくなると

かの行為は、実地調査を効率的かつ効果的に行うためには無くてはならない規則９３条調査報告書

を否定することになり、ましてや、極端な言い方をすれば調査士制度の否定につながるものではな

いでしょうか。 

最後に、調査・測量実施要領と業務の報酬に関してを絡めて、実務作業とそれに対する報酬を例

として作成し、問題点の有無の研究課題とする方針です。 

業務担当 宮脇 謙舟 

研修部の担当となりました宮脇と申します。宜しくお願いします。 

厳しい時代ではありますが、だからこそ研修の必要性が高まっていると考えてい 

ます。例年、年に３回研修会を行っていますが、本年は第２回研修会はそれぞれの 

支部へお伺いして出張研修を開催する予定ですので、研修内容等ご要望等あればお教え下さい。 

谷口会長のもと２年間、皆様とより良い研修会を企画していきたいと思いますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 
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広報部 

桐原 茂太 

１． 会報かごしま 

秋号はホームページによる発行、翌年新春号は紙による発行を計画している。

両者の発行効果度、作成に関する経済的、労的比較をなし今後の指針とする 

会員が興味のもてるようなコンテンツの模索、実践。また会員の広場を拡充したい。 

・・・参考・・・ 

事務所訪問・・・・・・近々にて事務所を新築された会員を優先 

ホビーコーナー・・・・コア－な趣味特技を持つ会員のコーナー復活、社会奉仕活動、将棋、

囲碁なども 

ペット自慢コーナー・・ペットを自慢して自己満足させるコーナー 

日常業務対策の部屋・・所謂勉強コーナー、基礎から書式、裏技までを伝授する 

などなど自由なテーマで様々な作品（原則デジタルデータで）を一年中募集します。 

是非自己（事務所）アピールして下さい。 

但し、掲載に関する判断は広報部がいたします。 

２． ホームページの管理更新 

会報かごしまと同様に会員が興味のもてるようなコンテンツの模索、実践 

調査士名簿の変更について 

・ 認定調査士資格有無の記載と認定調査士についてのわかりやすい説明の付加 

・ ＣＰＤポイントの掲載 

・ 個人のホームページへのリンク張り（但し、掲載に関する判断は広報部がいたします） 

ホームページ記載内容においては対内外の区別に充分配慮することはもちろん運用においても

慎重に取り扱う。 

３． 法の日 

原則従来どおり、１０月１日を中心に実施する。 

   資料等は各支部幹事へ配布して人員配置等を含めて各支部にて行なう。 

４． 会の看板維持管理 

会員は自己所属支部の看板に関して不測の状態にあると知得確認した時は事務局に通知してい

ただきたい。 

５． 寄附講座等の広報活動 

今年度は９月２０日県立伊佐農林高校の農林技術科１年生に講義を行う。 

６． 各地域に密着した広報活動の奨励 

各会員は自己所属支部において各支部独自の広報手段を多角的に模索発展させ実施していただ

きたい。 

最後に、広報部としては、広報バリューのある会員の方々の様々な情報を収集しております。

尐しでも情報をお知らせ戴ければ幸いです。よろしくお願いします。 

広報部の委員紹介・・・田中亮一、松永剛知、前杉竜志、迫田圭介、上小鶴一善の皆さんです。 
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社 会 事 業 部 

小川 兼義 

社会事業部の業務内容は以下の様になっております。 

１． 地図の作成及び整備に関する事項 

  （１） 効率的な１４条地図作成に関する研究 

  （２） 都市部地籍整備によって推進される地図作成及び整備等に関する対忚 

２． 筆界特定制度に関する事項 

  （１） 筆界特定制度の円滑な運用に向けた対忚 

  （２） 筆界特定相談室設置に向けた研究 

  （３） ＡＤＲとの連携に対する対忚 

３． 公共嘱託登記に関する事項 

  （１） 公共嘱託登記関連業務に関する環境の整備及び受託の推進 

  （２） 災害基本協定締結の推進 

４． 社会貢献活動の推進 

上記いずれの事項におきましても、土地家屋調査士の基本となる業務であります。 

皆様のご協力を宜しくお願い致します。 

また、本年度の社会事業部の委員は小川、福元文治理事（南薩支部）、吉本健二委員、 

西英孝委員、安楽一人委員（鹿児島支部）の５名が担当致します。宜しくお願い致します。 

平成２３年度第１回会員研修会 
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「境界問題相談センターかごしま」だより 

センター長 鳥越 健 

会員の皆様、今年度より「境界問題相談センターかごしま」のセンター長をさせていただくこと

になりました出水支部の鳥越健です。センター開設の準備段階から当センターの運営、研修教育に

深く関わってこられた谷口正美前センター長（現会長）の跡を継ぐには未熟ではありますが、ＡＤ

Ｒによる民間紛争解決の普及に寄与できるよう頑張りたいと思いますので、会員の皆様よろしくお

願いいたします。 

さて、我が「センターかごしま」が創設されてちょうど５年が経過しました。この間、３００件

を越える電話紹介を受け、相談内容の振り分けを目的とする調査士２名による無料「事前相談」を

はじめ、相談者が法的アドバイスを求めたい場合におこなう調査士・弁護士各１名による「相談」、

さらには、相談者・相手方双方の話し合いによる紛争解決の場である調査士２名・弁護士１名によ

る「調停」をそれぞれ実施し、調停の合意に２件が至るなど、一定の成果はあげていると認識して

おります。（資料参照）しかし、設立当初の宣伝効果あるいはご祝儀的な数字を除けば、ジリ貧で

あることは否めません。 

この現象は、「センターかごしま」のみならず、ほとんどの調査士会のＡＤＲセンターにも表わ

れており、おそらく他業界のＡＤＲ機関も同様だと思われます。 

ところで、わが国でのＡＤＲすなわち裁判外紛争解決制度への挑戦は、司法制度改革の目玉のひ

とつとして平成１６年のいわゆるＡＤＲ法制定を機に、手続実施機関（いわゆるセンター）が行政

型・民間型とも雤後の竹の子のように林立され続けております。一部のＡＤＲ機関は、新聞等でそ

の活躍が報道されるものもありますが、多くは、発足後の伸び悩みというか、どの方向に伸びてい

ったらいいのかわからないといった戸惑いの時期にさしかかっているというのが現状ではないか

と思っております。我が土地家屋調査士が立ち上げた境界問題関係のＡＤＲ機関もご他聞に漏れず、

他と同様の隘路に陥っている状態というのが、正直なところではないでしょうか。 

調査士会のＡＤＲセンターは、全国５０会のうち４８会が設立を終え、残り２会も今年中の設立

予定とのことで、全国組織の専門士業団体が、各県単位でＡＤＲセンターを設立することは他のＡ

ＤＲ機関にはない先駆者的なところがあります。そういった日本のＡＤＲ制度の先駆者的立場から

も、調査士会のＡＤＲセンターはこの隘路を打開していく責任というものも担っていくべきである

と認識しております。 

では、具体的にどういったところが障害で、結果としてセンター業務が伸び悩んでいるのか、そ

の原因と言いますか心当たりを「センターかごしま」の実情をもとに、いくつか述べてみたいと思

います。 

１）センターの広報（アピール）は充分か？ 
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これは、設立当初を除けば、草創期にあった今までのセンターの状況では無理であったと思われ

ますが、今後は、他の法律系相談所や官公署の市民相談所、裁判所といった、市民が相談を持ち込

んでくるような場に、センターの特長を説明にうかがうことから始めたいと思います。これはセン

ターの運営委員の仕事ですが、一般会員の皆さんにもＡＤＲと他の紛争解決手段の違いをよく研究

していただき、市民から紛争の相談があった時には、センター利用のメリットをきちんと説明して

もらいたいと思います。そのことひとつひとつが、広く市民へ制度を理解していただく早道である

と思います。 

２）センターは利用者本位であったのか？ 

相談者は高齢者がほとんどであり弱い立場のかたが多いです。その中でセンターが鹿児島市鴨池

に一箇所しかなく、特に遠方のかたには負担が大きいのではないかと思います。今後は出張相談等

も検討すべきと思います。また、相談者に持参していただく資料も足りないものが多く、センター

である程度の資料収集のお手伝いはできないものかと思います。設立時の、相談者に対するやって

あげられるものと、法律上、あるいは規則等によりできないものとの整理が、５年間実務を経験す

る中でわかってきた段階ですので、今後は利用者目線を基本に、変えていく必要があると思います。 

３）会員の認識はどうなのか？ 

実はこれが一番深刻な問題です。今年度、センターの後継者育成の目的で規則を改正いたしまし

た。その趣旨は、調査士登録５年未満の会員をセンターの「推進員」として募集し、一定の研修受

講後、「事前相談」に先輩調査士とともに出ていただき、実際の紛争当事者と向き合っていただく

というものです。結果３名の忚募があり、推進員を委嘱いたしましたが、もっと多くの若手の手が

上がらなかったのが残念でなりません。昔と違い、今の調査士試験問題にはＡＤＲや筆界特定も出

題されるので、最近登録されるかたは充分それぞれの制度の意味を理解されているはずです。市民

に対して、土地家屋調査士という隣接法律専門職がどう関わっていかねばならないかが試験合格者

に理解されていないとなると、調査士試験のあり方の問題にさえなりかねないと非常に危惧いたし

ます。あるいは、調査士に登録してからの組織（調査士会・公嘱協会）に問題があるのか、単に今

世代の合格者の業務意欲がないだけなのか、いずれにせよ調査士制度の未来にとっては由々しき事

態であり、せっかく得た制度を自らの手で放り投げるようなことにならないよう、特に若手の皆様

には意識を変えていただく必要があるのではないでしょうか。 

次に将来の話に移ります。日本におけるＡＤＲは、流行りだしてまだ１０年にもなりません。他

国の事例では、例えば米国では、ＡＤＲ代理報酬が時給６万円とか日給８０万円とかの話もありま

すし、調停センターも純民間型が林立して「代理人」としてだけでなく「調停人」としても活躍の

場が広がる可能性もあり得ます。そう大きな話ではなくとも、今年１月に「センターかごしま」は

鹿児島地方法務局との間で、「筆界特定制度と調査士会ＡＤＲとの連絡協議会」と設置いたしまし

た。具体的には、事前相談票の統一書式化による相互連携だけですが、境界紛争解決手段として考

えた場合、筆界が不明で所有権の認識が食い違うケースが多いと思います。こういったケースを最

初にセンターで受け、調停手続きを中断して筆界特定に回付し、筆界特定後またセンターで調停を

再開して所有権を話し合い、和解契約書をもとに登記するといった紛争解決ワンストップサービス
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機能が両者連携ではあり得ます。その場合、調査士の関わる場面も両制度の代理人や登記の代理人、

センターの委員、筆界特定委員とひとつの紛争解決で調査士としての活動範囲が大きく広がります。

もっとも、そういった使い方も、まずはその紛争の争点は何か、当事者はなにを求めているのか、

どこからどこまではどの制度が適しているか、その次はどの制度を使うか、といった連立方程式が

解ける調査士でないと仕事にはつながらないと思います。そこでそういった諸制度の適切な振り分

け法を身に付ける最もリアルな現場が、センターの「事前相談」であることを全国の調査士会ＡＤ

Ｒセンターに積極的に関与しているかたは気付き始めています。今後は、一人でも多くのセンター

関係者以外の調査士が、そのことに気付くべきですし、もっと積極的にセンターに関与していきた

いという気持ちになるべきです。一人でも多くの会員がＡＤＲの特長を理解し、「それならばこの

事件はセンターに持ちかけてみよう」となるように一人ひとり意識を変えていただければと思いま

す。 

ＡＤＲは、「当事者による人間関係修復の場」です。そして、世界的ルールとして「守秘義務」

があります。「相手と白黒決着を着けたい」あるいは、「争いの事実が世間に広まっても構わない」

といったニーズを持ったかたにはＡＤＲ以外の解決法がありますが、多くの紛争当事者は、「本当

はお互い仲良くしたい」「争いの内容を世間様には知られたくない」のではないでしょうか。この

ような本音を持っている依頼人を、安易に他の制度で処理していませんか。皆様も、今一度、日常

業務の中で、お心当たりの事件を見直していただけないでしょうか。その中でもし、該当するよう

な事件がありましたら、「センターかごしま」を是非ご利用ください。「センターかごしま」は皆

様の貴重な財産です。会員の皆様の広報活動と積極利用を、是非お願いいたします。 

 

「境界問題相談センターかごしま」の取扱件数(平成１８年８月２８日～平成２３年８月３１日) 

年
度 

電
話
照
会 

事前相談 相談 調停 

実
施 

相
談
へ 

調
停
へ 

受
付 

解
決 

調
停
へ 

受
付 

継続 

却
下 

取
下 

不
応
諾 

不
調 

合
意 

参
加
交
渉
中 

調
停
中 

１８ ６９ ３９ ６ ０ ６ ３ ３ ３ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ 

１９ ７６ ４０ １ ５ １ ０ １ ６ ０ ０ ０ １ １ ０ ０ 

２０ ５８ １５ １ ５ １ ０ １ ６ ０ ０ ０ １ ４ ４ ２ 

２１ ４７ １８ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ 

２２ ３４ １１ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

２３ ２５ １４ ２ ０ ２ １ １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

総
計 

３０９ １３７ １０ １０ １０ ４ ６ １６ ０ ０ ０ ２ ６ ５ ２ 
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事前相談内容 (平成１８年８月２８日～平成２３年８月３１日) 

事前相談内容 

１８ 

年 

度 

１９ 

年 

度 

２０ 

年 

度 

２１ 

年 

度 

２２ 

年 

度 

２３ 

年 

度 

合 

計 

① 国土調査に関する相談 ９ ７ ５ ６ ７ ４ ３８ 

② 境界立会の結果に対する相談 ６ ２ ０ １ １ ２ １２ 

③ 境界以外の相談（弁護士会相談センターを紹介） ５ ３ ３ １ ０ ３ １５ 

④ 境界紛争の予防的相談 ４ ３ ０ ３ ０ １ １１ 

⑤ 筆界特定を紹介した相談 ４ ３ ０ ０ ２ ３ １２ 

⑥ 通路に関する相談 ２ ４ ０ １ ０ １ ８ 

⑦ 地積測量図・地図等に関する相談 ２ ０ ０ ０ ０ １ ３ 

⑧ 越境に対する相談 ２ １５ ６ ５ １ ７ ３６ 

⑨ 官民境界確定に関する相談 １ ０ ０ ０ ０ ０ １ 

⑩ 裁判所の民事調停中の相談 １ ０ ０ ０ ０ ０ １ 

⑪ 管轄地域以外の相談 １ ０ ０ ０ ０ ０ １ 

⑫ 筆界特定後の相談 ０ １ ０ ０ ０ ０ １ 

⑬ その他 ２ ２ １ １ ０ ６ １２ 

合   計 ３９ ４０ １５ １８ １１ ２８ １５１ 

※但し、一つの事前相談に対し、相談内容が一つではないものがあるので、事前相談数とは一致しない。 
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あります。社員の皆様には預かった仕事を誠実、かつ迅速に処理していただき公嘱協会に頼んで良

かったと思って頂けることが肝要かと思います。以上この紙面をお借りして思いを述べさせていた

だきありがとうございました。 

新しいメンバーは以下のとおりです。 

新執行部 

理事長 小野原 憲人（鹿児島） 

副理事長 吉本 健二（鹿児島） 滝本 俊治（鹿児島） 

理事 西  英孝（鹿児島） 原田 昭文（鹿児島） 

 木村 勝雄（鹿児島） 福﨑 秀一（鹿児島） 

 弥栄 健一（知覧・指宿） 徳留 政彦（川内） 

 家村 信弘（霧島） 浜田 真次（曽於） 

 中村 藤子（志布志） 有島 龍太郎（鹿屋） 

 名越 重廣（熊毛） 朝山 繁（大島） 

監事 益田 博明（鹿児島） 福元 悦人（知覧・指宿） 

予備監事 吉五 千秋（曽於） 
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政治連盟だより 

会長 坂元 圴 

朝夕は、小さな秋の気配が感じられるこの頃ですが、会員の皆様にはご健勝の事と存じます。 

政府も新しい陣容が整い、政治が動き出していますが、野田総理大臣の最初の仕事は、東日本震災

地及び台風１２号の悲惨な爪跡の残る和歌山県、奈良県を中心とした被災地訪問となってしまいま

した。 

地震による原子力発電所被害、これによる放射能汚染は、本当のところはどのように影響してい

るのか現時点では明らかに出来ないのではないかと危惧しているところである。 

企業を含む日本の多くの団体が、災害発生に対して復旧、復興に何が出来るのかそれぞれの立場で

行政に対して働き掛けている事の一つに「災害時協定」の締結があります。 

土地家屋調査士の多くの会がこの締結を進めているようであるが、今回の震災を見据えて真に国民

のために役立つ内容の構築が求められるのではないかと考えるところです。 

「土地家屋調査士にとって本会が出来ないところを補う政治連盟」を常に運営等に気配りしてい

るところですが、調査士制度の維持発展のため国政、県、市町村行政に対して要望することは何も

ない事が逆説からは理想かも分かりませんが、社会の変化がこれを許すべくもなく、本会及び公嘱

協会との連携を保ちながら政連の役割を果たして行きたいと考えています。 

昨今の調査士を取り巻く厳しい経済状況に鑑み、仕事量が減衰の一途を辿っている今日（こんにち）、

資格制度がこれまで通り維持できるのかと言った不安の声も耳にしますが、このようなゆっくりと

動く止めどのない大きな問題が目に見えてからでは、もう遅い事を認識したいものである。 

調査士制度の維持発展をアピールするには、何といっても多くの会員数が必要であります。現在、

当政連の会員加入率は６４％程度ですが、決して十分なものとは思われません。 

予算面でも活動の限界がありますので、未加入者の方々のご協力を呼び掛ける次第です。 

さて、最近の本政治連盟の主な動きを下記に報告してお便りと致します。 

１．６月９日 調査士政連と司法書士政連との情報交換会開催 

各政連の活動状況、県政、市政に対して県議会、市議会等での要望質問事項等の纏め方につい

て幅広い協議を行った。また、選挙協力要請に対する対忚についての協議 

２．６月１４日 第５７回県連定期大会開催へ出席 

３．８月８日 第１回 三会（本会、公嘱協会、政連）の協議会開催 

・調査士業務に関して、県政・市政に対する要望事項等の意見交換 

・本年度の県議顧問団、鹿児島市議顧問団との協議会開催について協議 
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・鹿児島市長選挙（１２月）について 

・鹿児島県知事選挙（２４年７月）について 

・鹿児島市議選挙（２４年４月）について 

４．９月１日 第２回 三会（本会、公嘱協会、政連）の協議会開催 

・公嘱協会役員改選に伴う新役員が決定したので本格的な三会協議会を開催 

この後、保岡前衆議院議員の申出による勉強会を弁当を取りながら行った。 

更に、理事長を含む三会の長三名で、鹿児島市議長ほか議員２名を表敬訪問し、 

鹿児島県庁に赴き、県議会議長、県議団事務局長を訪問したが、不在。 

 

基本的に会員皆様のご意見、お知恵を取り入れて今後の政治連盟の活動に活かしていきたいと 

思いますのでよろしくお願い致します。 

以上 
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青 調 会 だ よ り 

かごしま青年土地家屋調査士会会長 池田 拓志 

孟秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

また、本年３月１１日に東日本において未曾有の大震災が発生しました、このたびの東日本大地震

により被害に遭われた被災者の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 

かごしま青年土地家屋調査士会活動報告（平成２３年８月現在） 

①自主勉強会（通称・寺子屋）の実施 

私の会長就任後、しばらく中断してしまいました寺子屋ですが、４月から再開いたしました。 

現在は月１回、原則第二月曜日の１８：００から司調センター３Ｆ会議室で行っております。 

②研修会の実施 

５月２１日（土）に、鹿児島中央公民館３階会議室において研修会を実施致しました。 

㈱ＨＡＬビジネスの春田尚子先生を講師に招き、『ビジネスマナー・話し方講座』をテーマにご

教示をいただきました。 

③レクリエーション活動 

６月４日（土）に、鹿児島県青年司法書士会及び鹿児島青年税理士クラブと合同で、第３回青年

士業ソフトボール大会を実施致しました。 

今回の成績は１勝１負の２位でしたが、次回こそは２勝で優勝を目指し頑張りましょう。 

このたび私儀１０月末日をもちまして、かごしま青年土地家屋調査士会会長を退任することとな

ります。 

就任中は何かと役不足・力不足でございましたが、皆様方からの温かい御支援と御協力をいただ

きまして、無事終了できましたことを心からお礼申し上げます。 

尚役員改選により、今後新任の方が就任されることになりますが、私同様引き続き御支援賜りま

すようお願い申し上げます。 

最後に皆様方のご健勝をお祈りいたします。 
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編集後記 

まず表紙のロゴを変更した。次に恒例となっていた１０年ひとむかしのコーナーの原稿は全滅だ

った。節目を迎えた調査士方々の心意気を拝見したかったのだが残念だ。 

今後、広報部としては会報やホームページを会員のための情報発信の場として充実発展させてい

こうと思っているので、会員の方々にはどんどんメッセージを発信してもらいたい。最後に発行に

ご協力いただいたすべての関係者に感謝します。 

広報部長 桐原 茂太 

広報部員の新メンバーの中にひとり旧部員として残りました。前任者として委員の新たな視点で

の会報作製のサポートができればと思っております。 

理事 田中亮一 

初めて会報かごしまの編集にたずさわることになり、ホームページの活用等、今後の会報のあり

方を考える良い機会になりました。より良い会報が作成できるように務めていきたいと思います。 

松永 剛知 

初めての委員の仕事で戸惑いました。次号は表紙写真の担当となりましたのでがんばりたいと思

います。 

前杉 竜志 

広報委員とういう立場で初めて県会の仕事に参加致しました。寄稿される方、編集者、みな調査

士、会報ひとつ作成するのに皆様の協力が必要です。これからもよろしくお願い致します。 

迫田 圭介 

昨年、１０月に入会し、もちろん初めての広報委員にと声をかけて頂き、桐原さんありがとうご

ざいました。実務はおぼつかないですが、得意のＰＣで尐しでも会員の皆様、会の仕事のお役に立

てるよう頑張ります。今後とも、よろしくお願いします。 

上小鶴 一善 

 





株式会社 久永
鹿児島市上荒田町26-24
TEL  099-258-3111

ハンドヘルドGNSS受信機 ＧＲＳ－１

・究極にコンパクト２周波ＧＮＳＳ受信機！
・ネットワーク型ＲＴＫに最適。携帯通信モジュール内臓

イメージングステーション ＩＳ

・測量機からの画像を手元で確認！
・画像を使って旋回、視準、観測、記録が可能！

自動追尾/自動視準・
トータルステーション

車載型３Ｄ空間情報取得システム IP-S2 Lite

・・走行するだけで、地理空間データを取得！するだけで、地理空間データを取得！
・走行路線周辺の３ＤＣＧ作成、ＧＩＳとの融合

・リモートキャッチャーから
サーチ光を照射し、素早い
ロスト復帰が可能

・ソキア独自の高精度360°ソキア独自の高精度360
プリズムで、安定した観測
精度を実現

各営業所 川内営業所 鹿屋営業所
http://www.kk-hisanaga.com

株式会社 久永 鹿

大島営業所 国分営業所
営業品目～測量機器販売・レンタル、測量システム、IT・OA

ソリューション提案、オフィスファニチャートータル提案

取扱メーカー～リコー、福井コンピュータ、アイサンテクノロジー

トプコン、ソキアトプコン、ＴＪＭデザイン、岡村製作所
確かな品質と、信頼の久永へ!!常時5名のスタッフ

が修理、校正しています。ISO9001認証取得企業です。

株式会社 久永





s_ohno
長方形





 

 

1978 年…「勿体ない」の精神で木杭の製造販売を

始めて３３年。厳しい社会情勢の中、皆様の御陰で

「マルコー」元気に商売させて頂いております。 

これから益々、社員一丸頑張ってまいりますので、

今後とも何卒御贔屓下さい。 

現在取引の無いお客様も、是非！御見積だけでも

お声掛けて頂けましたら、本当に嬉しく思います。 
 

株式会社  マルコー 

代表取締役 小筋 浩 
 

 

杭の事なら…リプロ＆カクマル代理店 

株式会社 マルコー 

鹿児島市東開町１３番地 15 

TEL 099－269－2220 

FAX 099－269－2204 



土地家屋調査士会 
会員の皆様 

 
 
 

取扱保険種目のご案内 
 
弊社は、下記保険種目を取り扱っております。是非ご用命下さい。 
 

１． 火災保険 
 
２． 傷害保険 
 
３． 生命保険 
 
４． 医療保険 
 
５． ガン保険 
 
６． 自動車保険 
 
７． 賠償責任保険 
 
８． 所得補償保険 

 
 
 
 

損害保険・生命保険代理店  
有限会社 AFI コンサルタント  

川畑 秀世 
〒890-0036 鹿児島市田上台２－４５－８ 
TEL099-264-6164  FAX099-264-6684 
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